
別表 ［ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト（タイプＷＶＳ２） 基本サービス］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワー

クサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、以下の体系により、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信

回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワーク、専用線の閉域Ｉ

Ｐネットワークおよびインターネットを利用できるようにするネットワークサービスです。 

 

 

ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト タイプＷＶＳ２ 

├──接続サービス 

│     ├──プラットフォームアクセス接続 

│     ├──イーサネット接続 

│     │   └──トラフィックフリー機能 

│     ├──イーサネット(バースト)接続 

│    └──ベストエフォート接続 

│       ├──フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

│       │   ├──サポートメニューサービス 

│       │   └──ＬＴＥバックアップ接続サービス 

│       ├──Ｂフレッツ接続サービス 

│       │   ├──サポートメニューサービス 

│       │   └──ＬＴＥバックアップ接続サービス  

│       ├──フレッツ光ネクスト接続サービス 

│       │   ├──サポートメニューサービス 

│       │   └──ＬＴＥバックアップ接続サービス 

│       ├──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス 

│       ├──レンタルルータサービス 

│       └──ＬＴＥワイヤレスレス接続サービス 

│ 

└──オプションサービス 

      ├──優先制御機能（ＱｏＳ） 

      ├──エクストラネット機能 

      ├──Ｌ２／Ｌ３コネクト 

      ├──ルータレス機能 

      └──専用線レンタルルータ利用サービス 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 甲は、乙が本ネットワークサービスを提供する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を

用意するものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

 （１）初期サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを通じて専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサ

ービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に対して、所定の準備作業を実施します。なお、アクセス回線について

は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者と契約するものとし、当該アクセス回線

は乙の単独名義の回線とします。 

  

（２）接続サービス 

  乙は、甲が専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークを利用するために、明細表に記載される以下のＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回

線の接続サービスを、継続的に提供するものとします。 

   ａ．プラットフォームアクセス（イーサネット）接続サービス 

    乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ ２」のプラットフォームアクセス（イーサネ

ット）回線を乙の指定するデータセンター向けアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。  

 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 ０．５Ｍｂｐｓ 
 

 

 ０．５Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 １．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ３．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ５．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １０Ｍｂｐｓ 
 

 

 １０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ２０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ２０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ３０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ５０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １００Ｍｂｐｓ 
 

 

 １００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 



 

 ｂ．イーサネット接続サービス 

    乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ ２」のイーサネット回線をアクセス回線とし

て、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。 

 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 ０．５Ｍｂｐｓ 
 

 

 ０．５Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 １．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ３．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５．０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ５．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １０Ｍｂｐｓ 
 

 

 １０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ２０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ２０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ３０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５０Ｍｂｐｓ 
 

 

 ５０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １００Ｍｂｐｓ 
 

 

 １００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

   ア．トラフィックフリー機能 

      乙は、イーサネット接続サービスにおいて、乙の指定するデータセンター向け通信帯域を回線終端装置のＬＡＮインターフェース上限まで拡張

可能な機能を提供するものとします。 

 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 ０．５Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を０．５Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １．０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を１．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３．０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を３．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５．０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を５．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を１０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ２０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を２０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ３０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を３０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 ５０Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 乙の指定するデータセンター向け通信を５０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電 

 気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

   

 ｃ．イーサネット（バースト）接続サービス 

    乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ ２」のイーサネット（バースト）回線をアク

セス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。 

 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 バースト１０Ｍ 

 
 

 

 １０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて１Ｍｂｐｓの帯域を確保し、最大１０Ｍｂ 

 ｐｓまでの帯域を提供するネットワークサービス 
 

 

 バースト１００Ｍ 

 
 

 

 １００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて１０Ｍｂｐｓの帯域を確保し、最大１０ 

 ０Ｍｂｐｓまでの帯域を提供するネットワークサービス 
 

   



 

    ｄ．ベストエフォート接続サービス 

    乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ ２」のプラグイン機能を利用するために、甲

が別途契約する東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「ＡＤＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」をアクセス

回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。 

 
 

          品 目 
 

 

内 容 
 

 

 ＡＤＳＬ接続 

 
 

 

 アクセス回線に「ＡＤＳＬ」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワー 

 クサービス 
 

 

 Ｂフレッツ（マンション）接続 

 
 

 

 アクセス回線に「Ｂフレッツ（マンションタイプ）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提 

 供し運用するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ（ベーシック）接続 

 
 

 

 アクセス回線に「Ｂフレッツ（ベーシック）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運 

 用するネットワークサービス 
 

 

 Ｂフレッツ（ファミリー）接続 

 
 

 

 アクセス回線に「Ｂフレッツ（ファミリータイプ）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提 

 供し運用するネットワークサービス 
 

 

 フレッツ 光ネクスト（ファミリー）接続 

 
 

 

 アクセス回線に「フレッツ 光ネクスト(ファミリー）」を利用した接続に用いるプラグイン機能 

 を提供し運用するネットワークサービス 
 

 

 フレッツ 光ネクスト 

（ファミリー・ハイスピード）接続 
 

 

 アクセス回線に「フレッツ 光ネクスト(ファミリー・ハイスピード）」を利用した接続に用いる 

 プラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス 
 

 

 フレッツ 光ネクスト 

（マンション）接続 
 

 

 アクセス回線に「フレッツ 光ネクスト(マンション）」を利用した接続に用いるプラグイン機能 

 を提供し運用するネットワークサービス 
 

 

 フレッツ 光ネクスト 

（マンション・ハイスピード）接続 
 

 

 アクセス回線に「フレッツ 光ネクスト(マンション・ハイスピード）」を利用した接続に用いる 

 プラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス 
 

２４時間出張修理オプションサービス／サポート

メニューサービス 

 
 
 
 
 

 

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社がアクセス回線として提供している「ＡＤ

ＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」サービスを使用している場合において、乙が

提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内

装置等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス。 

なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は「ＡＤＳ

Ｌ」「Ｂフレッツ」「フレッツ光ネクスト」サービスには適用されないものとします。  

 

ＬＴＥワイヤレス接続サービス 

 

 

 

 
 

 

アクセス回線にＫＤＤＩ株式会社の提供する「ａｕ通信サービス」において提供されるａｕパケット

網を利用し、ａｕパケット網からパケット交換方式による甲設備への伝送（下り）について最大７５

Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送（上り）については最大２５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通

信回線を用いて提供するネットワークサービス。通信方式はＬＴＥ方式に限るものとします。 

なお、乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて７Ｇ

Ｂを超えた時点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を上

り下り共に最大１２８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

また、一定期間で一定量を超えるトラヒックが発生した場合は、ネットワークサービスの通信速度 

を一時制限する場合があります。 

 

・レンタルルータサービス 

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「ＡＤＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」を接続する際に必要とな

るルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。また、乙は、レンタルルータサービスにおいて甲に貸し出したルータの設置場

所が変更となった場合において、甲が当該変更後も本ネットワークサービスを継続して利 用できるようにするために、甲の指定に基づきルータの設

置場所を変更するものとします。 

 

ア．ベストエフォート接続 フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

     乙は、上記ｅのＡＤＳＬ接続用プラグイン機能に加え、当該サービスを利用するにあたり甲が別途契約すべきアクセス回線について、東日本電信 

電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」を甲のアクセス回線として継続的に使用できる状態に置くことによ 

って、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、甲は、本ネットワークサービスを利用するにあたっては、フレッツＡＤＳＬ１．

５Ｍｐｓ／８Ｍｂｐｓ／モア／モア２（２４Ｍタイプ）／モア２（４０Ｍタイプ）／モア３（４７Ｍタイプ）のいずれかとフレッツＡＤＳＬサポート 

サービスを各同数契約するものとします。また、甲は、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスについては、フレッツＡＤ

ＳＬサポートサービスと同数を契約するものとします。 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大１．５Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大５１ 

 ２Ｋｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 

 

 

 フレッツＡＤＳＬ ８Ｍｂｐｓ 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大８Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐｓ 

 までの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大１２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（４０Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 
 

 

 

 

 



 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍタイプ） 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大５Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 
 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（２４Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 

 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア２（４０Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 

 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大１Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 

 

 フレッツＡＤＳＬ モア３（４７Ｍタイプ） 

 ビジネスタイプ 

 

 

 
 

 

 甲設備への伝送については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大５Ｍｂｐ 

 ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。 

 なお、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、乙が提供する宅内終端装置および東日本電 

 信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等において発生した本ネットワークサ 

 ービスに関する障害については、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行います。 

２４時間出張修理オプションサービス／サポート

メニューサービス 

 
 
 
 
 

 

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社がアクセス回線として提供している「ＡＤ

ＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」サービスを使用している場合において、乙が

提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内

装置等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス。 

なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は「ＡＤＳＬ」

「Ｂフレッツ」「フレッツ光ネクスト」サービスには適用されないものとします。  

 

ＬＴＥバックアップ接続サービス 

 

 

 

 
 

 

アクセス回線にＫＤＤＩ株式会社の提供する「ａｕ通信サービス」において提供されるａｕパケット

網を利用し、ａｕパケット網からパケット交換方式による甲設備への伝送（下り）について最大７５

Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送（上り）については最大２５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通

信回線を用いて提供するネットワークサービス。通信方式はＬＴＥ方式に限るものとします 

なお、乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて７ 

ＧＢを超えた時点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度 

を上り下り共に最大１２８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

また、一定期間で一定量を超えるトラヒックが発生した場合は、ネットワークサービスの通信速度 

を一時制限する場合があります。 

また、提供の前提条件として、別途甲と乙の間において、本ネットワークサービスのフレッツＡＤＳ 

Ｌ接続サービス、Ｂフレッツ接続サービス、フレッツ 光ネクスト接続サービスの何れかの提供に関 

する契約がなされているものとします。 

 

イ．フレッツ 光ネクスト接続サービス 

      乙は、上記ｄ．の光ネクスト接続用プラグイン機能に加え、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ光ネク 

スト」をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、甲は、本ネットワークサービスを利用するに 

あたって、「フレッツ 光ネクストファミリータイプ」と「フレッツ サポートサービス」を各同数契約するものとします。 

また、甲は、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスの利用にあたって、「フレッツ 光ネクスト」サービスと同数を 

契約するものとします。 
 

          品 目 
 

 

内 容 
 

 

 ファミリータイプ 

 
 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供するアクセス回線を使用することに

より、ネットワークサービス用電気通信回線とアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置との

伝送については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終

端装置と甲設備の伝送については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて

提供するネットワークサービス。 

 

 ファミリー・ハイスピードタイプ 

 
 
 
 

 

 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供するアクセス回線を使用することに

より、ネットワークサービス用電気通信回線とアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置との

伝送については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終

端装置から甲設備への伝送については最大２００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送については最大

１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。  

 

 ギガファミリー・スマートタイプ 

 

 
 

 

 東日本電信電話株式会社が提供するアクセス回線を使用することにより、ネットワークサービス用

電気通信回線とアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置との伝送については他社と共有する

最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置と甲設備との伝送につい

ては最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。  

 

 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 

 

 

 
 

 

 西日本電信電話株式会社が提供するアクセス回線を使用することにより、ネットワークサービ

ス用電気通信回線とアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置との伝送については他社と共

有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置と甲設備との伝

送については最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワーク

サービス。  

２４時間出張修理オプションサービス／サポート

メニューサービス 

 
 
 
 
 

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社がアクセス回線として提供している「ＡＤ

ＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」サービスを使用している場合において、乙が

提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内

装置等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス。 

なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は「ＡＤＳＬ」

「Ｂフレッツ」「フレッツ光ネクスト」サービスには適用されないものとします。  

 

 

 

 

 

 



 

          品 目 
 

 

内 容 
 

 

ＬＴＥバックアップ接続サービス 

 

 

 

 
 

アクセス回線にＫＤＤＩ株式会社の提供する「ａｕ通信サービス」において提供されるａｕパケット

網を利用し、ａｕパケット網からフレッツ接続ゲートウェイに対して、パケット交換方式による甲設

備への伝送（下り）について最大７５Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送（上り）については最大２５

Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。通信方式はＬ

ＴＥ方式に限るものとします 

なお、乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて７ 

ＧＢを超えた時点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度 

を上り下り共に最大１２８Ｋｂｐｓに変更するものとします。 

また、一定期間で一定量を超えるトラヒックが発生した場合は、ネットワークサービスの通信速度 

を一時制限する場合があります。 

また、提供の前提条件として、別途甲と乙の間において、本ネットワークサービスのフレッツＡＤＳ 

Ｌ接続サービス、Ｂフレッツ接続サービス、フレッツ 光ネクスト接続サービスの何れかの提供に関 

する契約がなされているものとします。 

（３）オプションサービス 

   ａ．優先制御機能（ＱＯＳ） 

    乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、優先伝送を継続的に行うものとします。 

   ｂ．エクストラネット機能 

    乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、エクストラネット機能を継続的に提供するものとします。 

   ｃ．Ｌ２／Ｌ３コネクト 

 乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、Ｌ２／Ｌ３コネクト機能を継続的に提供するものとします 

ｄ．ルータレス機能 

    乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、ルータレス機能を継続的に提供するものとします。 

   ｅ．専用線レンタルルータ利用サービス 

    乙は、甲が甲設備とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線とを接続する際に必要となるルータを継続的に貸し出し、監視を行い、設

定情報を管理するものとします。 

 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のア

クセス回線提供者の提供区域に準ずるものとします。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を中

断することができるものとします。 

 

７．接続サービス障害受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害受付時間帯は、乙が当該

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害受付時間帯に準ずるものとします。 

 

８．接続サービス障害対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害対応時間帯は、乙が当該

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に準ずるものとします。 

 

９．従量月額払利用料金の算出 

 本ネットワークサービスにおける従量月額払利用料金は、利用規約第８条第３項（２）の規定にかかわらず、サービス実施開始日およびサービス実施期

間中における毎料金月の２１日に発生するものとします。 

 

１０．甲の中途解約について 

 本ネットワークサービスのＬＴＥバックアップ接続サービスおよびＬＴＥワイヤレス接続サービスにおいては、利用規約の定めに関わらず、中途解約料

金を１回線あたり３０，０００円とするものとします。 

 

１１．品名一覧 

 本ネットワークサービスの品名は、以下のとおりとします。 

品名 型名 備考 支払種別 単位 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 プラットフ

ォームアクセス 初期費（ダーク） 
ＮＳ２８００Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 プラットフ

ォームアクセス 接続料（ダーク） 
ＮＳ２８００Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 プラットフ

ォームアクセス 初期費（電力） 
ＮＳ２８０１Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 プラットフ

ォームアクセス 接続料（電力） 
ＮＳ２８０１Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 イーサネッ

ト 初期費（ダーク） 
ＮＳ２８０２Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 イーサネッ

ト 接続料（ダーク） 
ＮＳ２８０２Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 イーサネッ

ト 初期費（電力） 
ＮＳ２８０３Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 イーサネッ

ト 接続料（電力） 
ＮＳ２８０３Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 バースト 

接続料（ダーク） 
ＮＳ２８０４Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 バースト 

初期費（ダーク） 
ＮＳ２８０４Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 バースト 

接続料（電力） 
ＮＳ２８０５Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 バースト 

初期費（電力） 
ＮＳ２８０５Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 回線 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  トラフィックフリー

機能 ＯＮ／ＯＦＦ設定費 
ＮＳ２８０６Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 



 

品名 型名 備考 支払種別 単位 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  トラフィックフリー

機能 通信対象設定費 
ＮＳ２８０７Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  場変費 ＮＳ２８０８Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  設定変更費 ＮＳ２８０９Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 初期費（フレッツＡＤＳＬ・Ｂフレッツ・光ネクス

ト） 

ＮＳ２８１０Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツ光ネクスト利用料 
ＮＳ２８１１Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツＡＤＳＬ利用料 
ＮＳ２８１３Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 Ｂフレッツ ベーシック利用料 
ＮＳ２８１４Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツ光ネクスト（ＬＴＥバックアップ有）利用

料 

ＮＳ２８１５Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツＡＤＳＬ（ＬＴＥバックアップ有）利用料 
ＮＳ２８１６Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 Ｂフレッツ ベーシック（ＬＴＥバックアップ有）

利用料 

ＮＳ２８１７Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 初期費（フレッツＡＤＳＬ・Ｂフレッツ・光ネクス

ト）（サポート込） 

ＮＳ２８２０Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツ光ネクスト利用料 （サポート込） 
ＮＳ２８２１Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツＡＤＳＬ利用料 （サポート込） 
ＮＳ２８２２Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 Ｂフレッツ ベーシック利用料 （サポート込） 
ＮＳ２８２３Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツ光ネクスト（ＬＴＥバックアップ有）利用

料 （サポート込） 

ＮＳ２８２４Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 フレッツＡＤＳＬ（ＬＴＥバックアップ有）利用料 

（サポート込） 

ＮＳ２８２５Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 Ｂフレッツ ベーシック（ＬＴＥバックアップ有）

利用料 （サポート込） 

ＮＳ２８２６Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 ＬＴＥワイヤレスレス接続 初期費 
ＮＳ２８２７Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 ＬＴＥワイヤレスレス接続 利用料 
ＮＳ２８２８Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 ２４時間出張修理オプション 利用料 
ＮＳ２８３０Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 サポートメニューサービス 利用料 
ＮＳ２８３１Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 アドバンストサポート 利用料 
ＮＳ２８３２Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 レンタルル

ータ 利用料 
ＮＳ２８Ａ１Ｗ２Ｇ 

Ｓｉ－Ｒ８０ｂｒｉｎシリーズ 

Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ 

従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  専用線 レンタルル

ータ 初期費 
ＮＳ２８Ａ１Ｗ２Ｓ 

Ｓｉ－Ｒ８０ｂｒｉｎシリーズ 

Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ 

従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 レンタルルータ 利用料 
ＮＳ２８Ａ２Ｗ２Ｇ 

Ｓｉ－Ｒ８０ｂｒｉｎシリーズ 

Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ 

従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ （タイプＷＶＳ２）  ベストエフォート接

続 レンタルルータ 初期費 
ＮＳ２８Ａ２Ｗ２Ｓ 

Ｓｉ－Ｒ８０ｂｒｉｎシリーズ 

Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ 

Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ 

Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ 

従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  ＱＯＳ 利用料 ＮＳ２８Ａ３Ｗ２Ｓ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  ＱＯＳ 初期費 ＮＳ２８Ａ４Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  エクストラネット機能 利用料 ＮＳ２８Ａ５Ｗ２Ｇ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  エクストラネット機能 初期費 ＮＳ２８Ａ６Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  Ｌ２／Ｌ３コネクト 設定費 ＮＳ２８Ａ７Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 



品名 型名 備考 支払種別 単位 

ＢＭＬＣ  Ｄｙｎａｍｉｃルーティング 設定費 ＮＳ２８Ａ８Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  ルータレス設定費 ＮＳ２８Ａ９Ｗ２Ｓ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション １０Ｉ

Ｐ 
ＮＳ２８１３２ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス 基本サービス加入登録費 ＮＳ２８１３２ＸＳ   従量料金制（一括払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ２０Ｉ

Ｐ  
ＮＳ２８１３３ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ３０Ｉ

Ｐ  
ＮＳ２８１３４ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ４０Ｉ

Ｐ 
ＮＳ２８１３５ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ５０Ｉ

Ｐ 
ＮＳ２８１３６ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション １００

ＩＰ 
ＮＳ２８１３７ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ２００

ＩＰ 
ＮＳ２８１３８ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ３００

ＩＰ 
ＮＳ２８１３９ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス コールオプション ５００

ＩＰ 
ＮＳ２８１４０ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス ＬＡＮ監視オプション １

０ＩＰ 
ＮＳ２８１４１ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス ＬＡＮ監視オプション ５

０ＩＰ  
ＮＳ２８１４２ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス ＬＡＮ監視オプション １

００ＩＰ  
ＮＳ２８１４３ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス ＬＡＮ監視オプション ２

００ＩＰ 
ＮＳ２８１４４ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

ＢＭＬＣ  監視サービス ＬＡＮ監視オプション ５

００ＩＰ 
ＮＳ２８１４５ＸＧ   従量料金制（月額払） 式 

 

 

［変更内容］ 

（２０１６年６月１日）本別表を適用します。 

 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 
 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 Ｋｂｐｓ 
 

 

 ｋｉｌｏ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 Ｌ２ 
 

 

 Ｌａｙｅｒ ２  
 

 

 Ｌ３ 
 

 

 Ｌａｙｅｒ ３  
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

 ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

 ＱＯＳ 
 

 

 Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ 
 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表Ｎｏ．Ｎ０２Ｗ１ 


